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１ 目的  

本要項は、とくしまＤＸ推進ＨＵＢ設計施工業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方

式で事業者を募集及び選定するために必要な事項を定めることを目的とする。  

 

２  業務の概要  

（１）業務の名称 

とくしまＤＸ推進ＨＵＢ設計施工業務 

（２）業務の目的 

人口減少・少子高齢化に起因する地域課題の解決を図るため、官民が協働するワーキング

グループを設置し、事業者、団体、自治体等それぞれが有するノウハウ、アイデア、知見を

活かしながら地域課題の解決策を検討し、デジタル技術を活用した実証実験の実施・社会実

装を行う場として、「とくしまＤＸ推進ＨＵＢ」を創設する。 

また、この場を活用して、ＤＸ人材の育成やデジタルデバイド対策等を実施し、地域ＤＸ 

を推進する。 

（３）業務内容  

別紙「仕様書」のとおり 

（４）委託期間 

契約締結日から令和７年９月３０日まで 

（５）見積限度額 

金５０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※積算には、業務の遂行に必要な全ての経費を含めること。 

 

３ 委託契約の方法 

（１）契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

（２）契約相手方の選定 

    公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最優秀提案者を選定し、その提案提出 

者を契約予定者とする。 

 



４ 参加資格  

参加資格を有する者は、本事業を的確に遂行するに足る能力を有する者であって、次に掲げる

要件を全て満たしていることとする。  

（１）本募集要項公表の日から本業務の契約の締結日までの間に徳島県建設工事入札参加資格停 

止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱による指名停止の措置を受けて

いないこと。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第167条の４の規定に該当しない者である

こと。  

（３）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

  条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成 

  員を含む。）もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力 

  団員の構成員等」という。）でないこと。 

（４）暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある者でないこと。 

（５）役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人 

でないこと。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ 

た日から起算して２年を経過しない者 

エ 暴力団員の構成員等 

 （６）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５

号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者でないこと。ただし、会社更生法に基づく

更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であ

っても、更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申

立てがなされていない者とみなす。 

（７）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は 

第８条第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経 

過しない者でないこと。 

（８）労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守している者であること。 

（９）特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する団体等適当で

ないと認められる者でないこと。 

（10）国税、地方税等の滞納がないこと。  

 （11）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定に基づき、徳島県知事の登

録を受けている建築士事務所であること。共同企業体（JV）による応募の場合は、共同企業

体（JV）に徳島県知事の登録を受けた建築士事務所が参加しているものであること。 

（12）共同企業体（JV）による参加の場合は、全ての構成員が、（1）から（10）までに掲げる要 

件を全て満たしていること。また、各構成員が、本プロポーザルに関して他の共同企業体 



（JV）の構成員を兼ねている者でないこと。 

 （13）本募集要項５の現地説明会に参加した者であること。共同企業体（JV）による応募の場合

は、共同企業体（JV）に現地説明会に参加した者が参加しているものであること。 

 

５ 現地説明会の開催 

  本事業の実施に際し、現地説明会を開催する。 

 （１）開催日時 

    令和７年５月１日（木）１３時３０分から 

    令和７年５月２日（金）１３時３０分から   のいずれか 

 （２）開催場所 

    徳島県徳島市寺島本町西１－６１  

徳島駅クレメントプラザ ５階５０４区画・５０５区画 

 （３）内容 

   ア 事業概要の説明 

   イ 現地案内 

   ウ その他 

 （４）参加申込方法 

    参加を希望する場合は、現地説明会参加申込書（様式第１号）を電子メールにて、令和７ 

年４月２８日（月）午後５時１５分までに事務局に提出すること。提出後は、必ず確認の電 

話連絡を行うこと。 

 （５）その他 

   ア 説明会の参加は、各社３名（共同企業体の場合は１企業体３名）までとする。 

   イ 駐車場は、徳島駅クレメントプラザ等の駐車場を利用し、駐車料金は各自で負担する 

こと。 

   ウ 募集要項、仕様書については、各自で用意すること。 

   エ 現地は電気が通っておらず、暗い環境となっているため、各自でライト等の照明器具を 

用意すること。 

 

６ 質問及び回答  

本業務に関して質問がある場合は、質問書（様式第２号）を電子メールで、提出すること。 

（１）受付期限 

令和７年５月１２日（月）午後５時１５分まで 

（２）受付先 

徳島県企画総務部情報政策課 地域社会ＤＸ担当 

メールアドレス jouhouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、令和７年５月１６日（金）までに徳島県ホームページにて公表す

る。 



７ 参加表明書等の提出  

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に定めるところにより、参加表明書等を提出しな

ければならない。  

（１）提出書類  

ア 参加表明書（様式第３号）  

イ 会社概要書（様式第４号）  

ウ 法人の場合は、登記事項証明書の写し、個人事業者の場合は、個人事業開始届の写し 

エ 納税証明書（提出日から３か月以内に発行されたもの。写しでも可とする。）  

① 国税（法人税、消費税及び地方消費税）  

② 徳島県税（徳島県税に未納又は滞納がないことの証明）  

※ ②については、業務を実施する支店、営業所等（本社が実施する場合は、本社と 

 する。）の所在地が徳島県内にある場合のみ提出すること。 

オ 業務実施方針（任意様式） 

カ 業務実施体制（任意様式） 

キ 直近２期分の決算書又は税務申告（法人設立１年未満等で決算書が無い場合は、事業 

計画書及び予算書） 

    ク 共同企業体（JV）にあっては、共同企業体協定書の写し 

（２）提出期限 

令和７年５月２０日（火）午後５時１５分まで（必着）  

（３）提出場所  

徳島県企画総務部情報政策課 地域社会ＤＸ担当 

（〒７７０－８５７０  徳島県徳島市万代町 1丁目 1番地）  

（４）提出部数  

１部 

（５）提出方法  

持参又は郵送  

（６）その他  

持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前８時３０分から午後５時１５分ま

での間にすること。郵送する場合は、簡易書留等の配達の記録が残る差出方法によるものと

し、かつ、提出期限までに必着するものに限ること。 

  

８ 企画提案書等の提出方法等  

参加表明書等を提出した者（以下「応募者」という。）は次に定めるところにより、企画提案

書等を提出すること。なお、企画提案書等の作成に当たっては、本募集要項８から 10 までの作

成要領を遵守し、作成するものとする。 

（１）提出書類  

ア 企画提案書等提出書（様式第５号）  

イ 企画提案書（任意様式）  



ウ 業務実績報告書（様式第６号）  

エ 見積書（様式第７号）  

     オ  ア～エを記録した電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）  

（２）提出期限  

令和７年５月２３日（金）午後５時１５分まで（必着） 

（３）提出場所  

徳島県企画総務部情報政策課 地域社会ＤＸ担当 

（〒７７０－８５７０  徳島県徳島市万代町 1丁目 1番地） 

 （４）提出部数  

７部とする。そのうち、正本を１部とし、副本を６部とする。  

なお、オのア～エを記録した電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）については、１部の提

出とする。 

（５）提出方法  

持参又は郵送  

（６）その他  

ア 持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前８時３０分から午後５時１５

分までの間にすること。  

イ 郵送する場合は、簡易書留等の配達の記録が残る差出方法によるものとし、かつ、提

出期限までに必着するものに限ること。  

ウ （２）の提出期限を経過した後の書類の変更及び再度の提出は、認めないものとす 

る。  

 

９ 企画提案書（任意様式）の作成要領  

（１）企画提案書の規格  

ア Ａ４判、横書きで作成すること。 

イ 印刷は両面印刷を基本とし、表紙及び目次を除き、ページの下部にページ番号を付す 

こと。 

    ウ 記載内容は、できる限り平易な言葉を用いることとし、必要に応じて用語解説を付 

すこと。 

    エ 企画提案書に記載した内容は、見積書における見積金額の範囲内で実施可能なもの 

とすること。 

（２）企画提案書の記載内容  

企画提案書は、任意の様式とし、次の表に定める事項の番号順に記載すること。  

番号 項目 記載内容 

１ 事業者概要 

・ 事業者の概要（代表者、従業員数及び事業所所在地）を記載 

すること。  

・ 本業務を担当する営業所の場所及び営業所の職員数を記載す

ること。  

２ 業務実施方針 
本県の業務の目的を踏まえ、事業者における本業務に対する基本

的な考え方、特に留意している点、重点的に取り組む事項などの



 

10 見積書（様式第７号）の作成要領 

見積書は、次の条件を遵守し、作成すること。  

（１）消費税及び地方消費税に係る課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税額、消費税及

び地方消費税に係る免税事業者にあっては、その相当額を加算して見積もった金額を記載す

ること。 

（２）企画提案書、仕様書の内容に基づき、全ての経費を見積もること。 

（３）経費の総額を示すとともに、費用内訳を示すこと。  

 

11 審査 

 （１）提出された企画提案書等については、県が設置するとくしまＤＸ推進ＨＵＢ設計施工業務 

に係る事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、別表「とくしまＤＸ推 

進ＨＵＢ設計施工業務企画提案評価基準」に基づき、審査を行い、契約予定者を選定する。 

また、参加者が１者だった場合は、企画提案の適否を判断する。 

 （２）審査に当たっては、提出された企画提案書等の書類審査により行う。 

 （３）次のいずれかに該当する場合は、選定の対象から除外する。 

   ア 上限金額を超える金額での見積書の提出があった場合。 

   イ 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明した場合。 

   ウ 選定委員会及び事務局関係者に、プロポーザルに関して不正な接触又は要求をした場合 

   エ その他、委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明した場合。 

 

12 審査の結果の通知 

（１）審査結果は審査後、全ての応募者に対し通知するとともに、最優秀提案者の名称等を徳島 

県ホームページにおいて公表する。ただし、審査の経緯については、公表しない。   

 （２）審査結果に対する異議申立ては受理しない。 

業務実施方針について記載すること。  

３ 業務実施体制 

・ 本業務に従事予定の実施責任者及び実施担当者の実務経験・ 

資格等を記載すること。 

・ 本業務の実施に当たり、必要な要員を確保し、進捗等の全体 

管理及び業務を確実に実施できる体制が整っているかについて 

記載すること。  

４ 
完成図 

（パース図） 

・ 提案する施設の外観及び内観の完成イメージを示すパース図

を作成すること。 

・ 主要なデザイン要素や色彩計画についても記載すること。 

５ 業務実施計画 

・ 本業務の実施内容について、仕様要求に基づき実現方法等を

具体的に示すこと。 

・ 全体のスケジュール案を示すとともに、工期短縮に向けた具

体的な施策や工夫を提案すること。併せて予想されるリスクや

その管理計画についても記載すること。 

・ その他提案できることがあれば記載すること。 

６ 自由提案 独自にアピールする事項について記載すること。 



13 契約の締結  

契約に当たっては、県と最優秀提案者とが協議の上、随意契約を締結するものとする。ただし、

当該協議が整わなかった場合には、次順位の者と協議を行うものとする。 

 

14 スケジュール  

最優秀提案者の選定に関するスケジュールは、次の表のとおりとする。 

内容 日程 

公募開始 令和７年４月２１日（月） 

現地説明会の開催 令和７年５月 １日（木）、５月 ２日（金）のいずれか 

質問書の受付期間 
令和７年４月２８日（月）から 

令和７年５月１２日（月）午後５時１５分まで（必着） 

質問回答 令和７年５月１６日（金） 

参加表明書等の提出期限 令和７年５月２０日（火）午後５時１５分まで（必着） 

企画提案書等の提出期限 令和７年５月２３日（金）午後５時１５分まで（必着） 

書類審査 令和７年５月下旬 

審査結果通知及び公表 令和７年５月下旬 

 

15 その他 

（１）県において公正な選定が確保できないと判断した場合は、選定を中止する場合がある。 

（２）プロポーザルに係る企画提案は、１参加者（１共同企業体）につき１提案とする。 

（３）本プロポーザルに参加するために要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（４）本プロポーザルに参加後、参加を辞退する場合は参加辞退届（任意様式）を提出するもの 

とする。 

（５）本プロポーザルで使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

（６）本県が提示した本プロポーザルに関する資料は、本業務に対する企画提案以外の目的で使 

用し、第三者への開示・漏えいをしてはならない。 

（７）本プロポーザルの参加に当たり、本プロポーザル参加者に生じた損害等については、県は 

一切その責を負わない。 

（８）本募集要項に規定していない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、適宜本県が判断

するものとする。 

  

16 問合せ先  

徳島県企画総務部情報政策課地域社会ＤＸ担当  

住   所 〒７７０－８５７０ 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

電   話 088-621-2723 

  電子メール jouhouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp 

 


